
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
五
五
号

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
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員
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第

五

五

号



衆
議
院
議
員
近
藤
昭
一
君
提
出
東
濃
「
超
深
地
層
研
究
所
」
の
建
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
に
つ
い
て

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
（
以
下
「
サ
イ
ク
ル
機
構
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
サ
イ
ク
ル
機
構
が
岐
阜
県
瑞
浪
市

に
お
い
て
計
画
を
進
め
て
い
る
超
深
地
層
研
究
所
計
画
（
以
下
「
超
深
地
層
研
究
所
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
岐
阜

県
瑞
浪
市
及
び
同
県
土
岐
市
の
住
民
等
（
以
下
「
地
元
住
民
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
有
す
る
意
見
の
内
容
を
問
わ

ず
、
説
明
会
、
施
設
見
学
会
、
市
民
公
開
セ
ミ
ナ
ー
等
（
以
下
「
説
明
会
等
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
承
知

し
て
い
る
。

地
元
住
民
等
の
都
合
に
よ
り
説
明
会
等
を
夕
食
時
に
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該

説
明
会
等
の
会
場
で
あ
る
サ
イ
ク
ル
機
構
の
施
設
内
又
は
地
元
の
飲
食
店
に
お
い
て
、
飲
食
物
を
提
供
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
対
応
は
超
深
地
層
研
究
所
計
画
に
つ
い
て
の
意
見
の
内
容
に
よ
っ
て
差
異
を
設
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
も

の
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
平
成
十
二
年
一
月
以
降
、
説
明
会
等
を
飲
食
店
で
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
承
知

し
て
い
る
。

�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

一



特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
施
設
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
地
点
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終

処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
最
終
処
分
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ

て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

超
深
地
層
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
知
事
の
照
会
に
対
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
回
答
（
平
成
十
年
九
月
十
八
日
十

原
第
百
六
十
三
号
）
に
お
い
て
、
サ
イ
ク
ル
機
構
が
推
進
す
る
地
層
科
学
研
究
で
は
、
「
研
究
実
施
区
域
に
放
射
性
廃
棄
物

が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
当
該
区
域
を
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
地
と
す
る
た
め
の
研
究
が
行
わ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
し
、
ま
た
、
「
貴
職
を
は
じ
め
と
す
る
地
元
が
処
分
場
を
受
け
入
れ
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
表

明
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
岐
阜
県
内
が
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
地
に
な
る
こ
と
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
約
し
ま
す
。
」
と
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
サ
イ
ク
ル
機
構
東
濃
地
科
学
セ
ン
タ
ー
作
成
の
資
料
「
東
濃
地
域
が
処
分
場
に
な
ら
な
い
理
由
」
は
、
こ
の
回

答
の
内
容
を
適
切
に
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
及
び
１２
に
つ
い
て

特
定
の
地
点
が
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
施
設
建
設
地
に
適
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
最
終
処
分
法
に
定

二



め
ら
れ
た
手
続
に
基
づ
い
て
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
（
以
下
「
原
環
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
調
査
等
の
結
果
を
踏

ま
え
て
、
当
該
地
点
に
関
す
る
十
分
な
資
料
を
得
る
な
ど
し
た
上
で
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
お

答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�
に
つ
い
て

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
つ
い
て
、
最
終
処
分
法
で
は
、
地
下
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
の
地
層
に
お
い

て
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
又
は
地
下
に
浸
透
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
安
全
か
つ
確
実
に
埋
設
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
最
終
処

分
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
終
処
分
の
実
施
の
方
法
の
詳

細
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
等
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
サ
イ
ク
ル
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
サ
イ
ク
ル
機
構
以
外
の
者
に
よ
る
サ
イ
ク
ル
機
構
の
研
究
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用

三



を
希
望
す
る
者
か
ら
の
具
体
的
な
申
請
を
踏
ま
え
て
、
個
別
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
同
項
の
規
定
は
、
原
環
機
構
が
サ
イ
ク
ル
機
構
の
研
究
施
設
を
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
施
設
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

１０
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
原
環
機
構
か
ら
サ
イ
ク
ル
機
構
に
対
し
て
当
該
資
料
の
提
供
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
サ

イ
ク
ル
機
構
に
お
い
て
資
料
ご
と
に
提
供
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て

は
、
原
環
機
構
か
ら
サ
イ
ク
ル
機
構
に
対
し
て
当
該
資
料
の
提
供
の
要
請
は
さ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
原
子
力
委
員
会
に
お
い
て
は
、
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
地
層
処
分
技
術
開
発
成
果
報
告－

可
能
性
あ
る
地
層

の
総
合
評
価－

」
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
）
の
報
告
書
等
を
踏
ま
え
、
昭
和
五
十
九
年
、
我
が
国
に
お
い
て
高
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
棄
物
の
地
層
処
分
を
行
い
得
る
と
考
え
ら
れ
る
岩
石
の
種
類
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
処
分
地

の
選
定
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

１１
に
つ
い
て

サ
イ
ク
ル
機
構
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
サ
イ
ク
ル
機
構
は
、
適
切
な
情
報
の
公
開
に
よ
り
業
務
の
運
営
に
お
け

四



る
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
適
正
か
つ
効
率
的
に
業
務
を
運
営
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
サ
イ
ク
ル
機
構
に
お
い
て
は
、
公
開
の
原
則
等
を
定
め
た
情
報
公
開
指
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
外

部
の
有
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
情
報
公
開
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
個
別
の
公
開
請
求
に
係
る
資
料
の
公
開
又
は
非
公

開
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
サ
イ
ク
ル
機
構
に
お
け
る
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
西
南
・
中
部
日
本
内
帯
、
東
北
日
本
・
古
生
代
、
東
日
本
グ
リ
ー
ン
タ
フ
地
域
な
ど
の
ボ
ー
リ
ン
グ
コ
ア
」

に
関
す
る
資
料
の
う
ち
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
西
南
・
中
部
日
本
内
帯
に
関
す
る
資
料
は
、
平
成
十
一
年
一
月
に
公
開
請
求

が
な
さ
れ
、
平
成
十
二
年
八
月
に
サ
イ
ク
ル
機
構
が
公
開
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
岩
手
県
に
お
け
る
調
査
資

料
（
「
高
レ
ベ
ル
廃
棄
物
の
地
層
処
分
に
関
す
る
調
査
・
研
究
（
�
）
報
告
書
（
昭
和
五
十
八
年
度
）
（
Ｇ－

�
地

域
）
」
）
及
び
島
根
県
に
お
け
る
調
査
資
料
（
「
高
レ
ベ
ル
廃
棄
物
の
地
層
処
分
に
関
す
る
調
査
・
研
究
（
�
）
報
告
書

（
昭
和
五
十
八
年
度
）
（
Ｇ－

�
地
域
）
」
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
か
ら
、
情
報
公
開
委
員
会
に
お
け
る
検

討
が
継
続
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

独
立
行
政
法
人
及
び
特
殊
法
人
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

五



法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
四
十
二
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
政
府
は
、
同
法
の
公
布
後
二

年
を
目
途
と
し
て
、
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
当
該
規
定
に
基
づ
き
、
サ
イ
ク
ル
機
構
を
含
む
特
殊

法
人
等
の
情
報
公
開
制
度
に
関
す
る
法
律
案
を
平
成
十
三
年
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る
た
め
、
平
成
十
二
年
七
月
に
特
殊
法

人
情
報
公
開
検
討
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
特
殊
法
人
等
の
情
報
公
開
制
度
の
整
備
充
実
に
関
す
る
意
見
」
に
沿
っ
て
、

立
案
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

１３
に
つ
い
て

電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
第
二
項
及
び
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会

計
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
十
二
号
等
の
規
定
に
基
づ
く
交
付
金
に
つ
い
て

は
、
発
電
用
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
若
し
く
は
深
地
層
研
究
施
設
の
設
置
が
行
わ
れ
、
又
は
見
込
ま
れ
る
地
点
を
そ

の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
等
が
交
付
の
対
象
と
な
り
得
る
。
岐
阜
県
及
び
同
県
瑞
浪
市
に
つ
い
て
は
、
深
地
層
研
究
施
設
の

設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
点
を
そ
の
区
域
に
含
む
こ
と
か
ら
、
同
交
付
金
の
対
象
と
な
り
得
る
。

六


